
資料３ 

小平市第三次長期総合計画と連動する個別計画等 

 小平市第三次長期総合計画基本構想では、5 つの分野における将来都市像を定めています。

そして、分野ごとに個別の施策分野を定める個別計画等を位置づけることで、一体的に基本構

想の実現を推進しています。 

取組の方向性 
個別計画等（策定年度、期間 *各計画の策定時点における表記の

ため、令和元年度以降も平成表記としています。） 

安
全
・
安
心
で
、
い
き
い
き
と
し
た 

ま
ち
を
め
ざ
し
て 

1 地域社会における新たな関
係をめざす（地域社会） 

2 安全で安心できるまちをめ
ざす（安全・安心） 

3 より充実した市民生活をめ
ざす（生活） 

4 新しい文化の創造と文化遺
産の保存をめざす（文化） 

・協働の推進に関する指針 H30、-)※ 
・地域防災計画(H19、-) 
・国民保護計画(H18、-) 
・耐震改修促進計画(H28、H28-H37) 
・空き家等対策計画(H30、H31-H36) 
・文化振興の基本方針(H28、H28-H32) 

快
適
で
、
ほ
ん
わ
か
と
す
る 

ま
ち
を
め
ざ
し
て 

1貴重な緑を生み出す（緑） 
2水環境の再生をめざす（水） 
3地球環境を視野に入れる（環
境） 

・みどりの基本計画 2010(H21、H22-H31) 
・用水路活用計画(H6、-) 
・下水道プラン(H22、H23-H32) 
・第二次環境基本計画(H23、H24-H33) 
・地域エネルギービジョン(H20、H21-H32) 
・第二次エコダイラ・オフィス計画（H21、H22-H32）※ 
・一般廃棄物処理基本計画(H29、H30-H34) 

健
康
で
、
は
つ
ら
つ
と
し
た 

ま
ち
を
め
ざ
し
て 

1 次世代のすこやかな育成や
多様な生き方を支援する（次
世代育成） 

2 健康で快適な生き方を支援
し、自由で自立した生活の向
上をめざす（健康福祉） 

3 学力の向上と地域の連携を
実現する（教育） 

4 だれもがいきいきと学び豊
かな心を育むまちをめざす
（生涯学習） 

・アクティブプラン 21（第三次小平市男女共同参画推進計
画）(H28、H29-H33) 

・子ども・若者計画(H29、H30-H39) 
・子ども・子育て支援事業計画(H26、H27-H31) 
・公立保育園の運営のあり方に関する方針(H22、-) 
・第四期地域保健福祉計画(H29、H30-H38) 
・地域包括ケア推進計画(H29、H30-H32) 
・障がい者福祉計画(2015、H30-H32) 
・第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画(H29、H30-H32) 
・健康増進プラン(H29、H29-H34) 
・教育振興基本計画(H24、H25-H34) 
・特別支援教育総合推進計画・後期計画(H27、H28-H32) 
・第二次小平市のスポーツ振興の基本方針(H28、H29-H32) 
・第 3次子ども読書活動推進計画(H27、H27-H31) 

住
み
や
す
く
、
希
望
の
あ
る 

ま
ち
を
め
ざ
し
て 

1快適なまちを実現する（都市
基盤） 

2 通行しやすく便利なまちを
めざす（交通） 

3 活力ある産業の展開をめざ
す（産業） 

・都市計画マスタープラン(H28、H29-H38) 
・交通安全計画(H28、H28-H32) 
・産業振興基本計画(H29、H30-H39) 
・農業振興計画(H29、H30-H39) 
・観光まちづくり振興プラン(H25、H26-H35) 

健
全
で
、
進
化
す
る 

ま
ち
を
め
ざ
し
て 

1 新しい地方自治を推進する
（地方自治） 

2 健全な行財政運営を実現す
る（行財政） 

・市民参加の推進に関する指針(H21、-)※ 
・まち・ひと・しごと創生総合戦略(H27、H27-H31) 
・第 3次行財政再構築プラン(H28、H29-H32) 
・公共施設マネジメント基本方針(H27、H28-H74) 
・公共施設マネジメント推進計画(H28、H29-H38) 
・公共施設等総合管理計画(H28、H29-H38) 

※行政の内部的な計画等                   （平成 31年 4月 1日現在） 

 


